
その他の低炭素化に資する措置に関する事項の概要

 低炭素化に資する措置のうち、認定に必要な審査において、明確かつ簡易に確認することが可能な項目を設定する。

①節水に資する機器を設置している ⑤ 定 ド 策を講

 低炭素化に資する措置のうち、認定に必要な審査において、明確かつ簡易に確認することが可能な項目を設定する。

節水対策 ヒートアイランド対策

①節水に資する機器を設置している。
以下のいずれかの措置を講じていること。

・設置する便器の半数以上に節水に資する便器を採用している。
・設置する水栓の半数以上に節水に資する水栓を採用している。
・食器洗浄機を設置している。

⑤一定のヒートアイランド対策を講じている。
以下のいずれかの措置を講じていること。

・緑地又は水面の面積が敷地面積の10％以上
・日射反射率の高い舗装の面積が敷地面積の10％以上

・緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積

②雨水、井水又は雑排水の利用のための設備を設置して
いる。

の20％以上
・壁面緑化を行う面積が外壁面積の10％以上

左記の①～
⑧項目の2つネ ギ ネジメ ト

建築物（躯体）の低炭素化

③HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）又
はBEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）を
設置している。

⑥住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている。

⑦木造住宅若しくは木造建築物である

⑧項目の2つ
以上に該当

エネルギーマネジメント

④太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備
及びそれと連携した定置型の蓄電池を設置している。

⑧高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上
主要な部分に使用している。

左記の条件

又は

標準的な建築物と比べて、低炭素化に資する建築物として所管行政庁が認めるもの。
左記の条件

に該当

※項目及び要件の数については、技術や評価方法の進展を踏まえて見直しを行う。 26


